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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 土地区画整理審議会選挙人名簿 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 土地区画整理審議会委員選挙を実施するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日 

記録範囲 土地所有者、敷地権者、借地権者 

記録情報の収集方法 法務局、市民課、他市町村 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 仮換地指定通知書（控） 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 通知した仮換地指定内容を管理するため 

記録項目 

１氏名、２従前の宅地の町名、３従前の宅地の地番、４従前の

宅地の地目、５従前の宅地の登記地積、６従前の宅地の基準地

積、７仮換地の街区番号、８仮換地の符号（画地番号）、９仮

換地の地積、10 仮換地の位置、11 仮換地指定の効力発生の日、

12 仮換地について使用又は収益を開始することができる日 

記録範囲 土地所有者、敷地権者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 仮換地指定一覧表 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 指定した仮換地情報を管理するため 

記録項目 

１街区及び画地、２換地地積、３登記名、４大字及び小字、５

地番、６登記地目、７登記地積、８仮換地指定日、９使用面積

開始面積、10 使用収益開始年月日及び回数、11 保留地売買面

積、12 引渡年月日及び回数、13 開始の有無、14 通知日、15 発

送番号、16 備考 

記録範囲 土地所有者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 使用収益開始一覧表 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 使用収益を開始した仮換地情報を管理するため 

記録項目 

１街区及び画地、２所有者、３使用収益開始年月日及び回数、

４下水道供用年度、５立会日、６大字及び小字、７地番、８登

記地目、９登記地積、10 換地地積、11 小計面積、12 累計面積、

13 開始率、14 備考 

記録範囲 土地所有者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 土地原簿 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 区画整理事業内の土地について管理するため 

記録項目 

１所在、２地番、３登記地目、４登記地積、５所有者名、６登

記住所、７備考 

記録範囲 土地所有者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 敷地権者名簿 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 区画整理事業内の敷地権者を管理するため 

記録項目 

１マンション名、２部屋番号、３氏名、４登記住所、５持分 

記録範囲 敷地権者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 名寄別調書 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 区画整理事業内の土地所有者について管理するため 

記録項目 

１土地所有者、２登記住所及び現住所、３代表者住所及び氏名、

４町名、５地番、６地目、７地積、８権利の有無、９摘要 

記録範囲 土地所有者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 共有者名簿 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 
区画整理事業内の土地のうち共有されているものについて管

理するため 

記録項目 

１町名、２地番、３登記年月日、４住所、５氏名、６持分 

記録範囲 共有者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 換地調書 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 区画整理前後の土地評価を管理するため 

記録項目 

１所有者名、２町名、３地番、４地目、５登記地積、６基準地

積、７整理前単価、８整理前評定指数、９整理前標準指数、10

街区及び画地、11 画地地積、12 整理後単価、13 整理後評定指

数、14 清算、15 減歩率、16 備考 

記録範囲 土地所有者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 仮換地リスト 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 区画整理事業内の仮換地を管理するため 

記録項目 

１街区及び画地、２換地地積、３町名、４地番、５登記地目、

登記地積、６基準地積、７氏名コード、８権利者名、９備考 

記録範囲 土地所有者、敷地権者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 土地区画整理管理台帳 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 土地区画整理に伴う権利者の状況等を管理するため 

記録項目 

１対応日、２対応時間、３対応場所、４権利者氏名及び連絡先

（住所、電話番号等）、５従前地及び仮換地、６説明者及び記

録者、７対応記録 

記録範囲 
土地家屋所有者、敷地権者、借地権者、居住者、借家人、上記

の関係者 

記録情報の収集方法 
土地家屋所有者、敷地権者、借地権者、居住者、借家人、上記

の関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 76 条許可申請台帳 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 76 条許可申請を管理するため 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３戸区整番号、４受付者、５起案者、

６決裁日、７届出者氏名、８代理人氏名、９街区及び画地、10

地区計画の受付番号及び戸区整番号、11 受取日及び受領者 

記録範囲 申請者、代理人 

記録情報の収集方法 申請者、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）     【課名・担当名】まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当 

個人情報ファイルの名称 地区計画届出台帳 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 地区計画区域内における行為の届出を管理するため 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３戸区整番号、４受付者、５起案者、

６決裁日、７届出者氏名、８代理人氏名、９街区及び画地、10 

76 条申請の受付番号及び戸区整番号、11 受取日及び受領者 

記録範囲 届出者、代理人 

記録情報の収集方法 届出者、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・担当名】まちづくり区画整理室 補償担当    

個人情報ファイルの名称 物件補償台帳 

行政機関等の名称 戸田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市整備部まちづくり区画整理室 

個人情報ファイルの利用目的 土地区画整理に伴い補償を行った物件を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３物件所在地、４補償概要、５契約金額、６

予定残額、７契約日及び申出日、８前金額及び支払日、９残金

額及び支払日、10 項目別補償額、11 変更契約日、12 移転着手

日及び完了日、13 完了検査日、14 決裁日 

記録範囲 土地家屋所有者、居住者、借家人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）戸田市行政管理課 

（所在地）〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目 18 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 


